
香南市内工場見学ツアー
実際に見て、触れて、体験する！

伝統と思いを受け継ぐ

▲鎮魂の祈りを込めた舞を捧げる

▲「アクトファクトリー」で溶接体験をする子どもたち

手結盆踊り

９月１５日（日）、ヤ・シィパークで手結盆踊りが行われました。高知

県保護無形民俗文化財に指定されている手結盆踊りは約400年

の歴史があり、手結港修築時の犠牲者を弔うほか、疫病を追い払う

ために踊ったとも伝えられています。

今年度は８月１５日に開催予定でしたが、南海トラフ地震臨時情

報の発表により１カ月遅れでの開催となりました。当日は途中から小

雨となりましたが、盆踊りと灯ろう流しを実施し、約６０人の踊り子が

鎮魂の祈りを込めた舞を捧げ、新たな世代へ伝統文化が継承され

ました。

８月７日（水）、市内在住の小学４年生から６年生を対象として、

市内の工場見学ツアーを開催しました。当日は１５名の小学生が

参加し、株式会社ミツトヨと有限会社北村興産「アクトファクトリー」

の２社を見学しました。

普段はなかなか見ることのできない工場見学を通して、地元のも

のづくり企業を身近に感じるとともに、体験学習により香南市の仕

事・ものづくりを知るいい機会になりました。

くらし クーポン

10月から利用できます！

物価高騰の影響を緩和するとともに、地域経済の活性化と市内事業者への支援
のため、「香南市くらし応援クーポン」を発行しました。対象となる世帯には、９月
中に郵送済みです。まだ届いていないという方は、一度商工観光課までお問い
合わせください。

利用期間：10月１日（火）～11月30日（土）
※紛失した場合、クーポンの再発行はできませんのでご注意ください
【お問い合わせ先】クーポンの郵送について：商工観光課/☎50-3013
　　　　　　　 クーポンの利用について：香南市商工会/☎54-3014

■クーポンについて
配布対象：令和６年７月１日において、香南市に住民票
を有する方（世帯主宛に世帯全員分を郵送しています）
内容：加盟全店舗にて使用できるクーポン3,000円
分（1,000円券３枚）と大規模小売店舗では使用でき
ないクーポン1,000円分（1,000円券１枚）のセット

■利用可能店舗
クーポン郵送時に加盟店一覧を同封しています。
最新の加盟店舗情報については、商工会のホームペー
ジで確認できます。

商工会
ホームページ

香南市
ホームページ
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　市では、産業・教育・文化・保健衛生・環境・福祉など
の各分野で活躍されている方や団体、まちづくりを積
極的に行ってくださっている方、地域を元気にする取
り組みをされている団体など、市の発展に貢献された
方などを表彰しています。今年度の表彰候補者を募集
しますので、ふさわしい個人・団体をご推薦ください。

■募集期間　10月１日(火)～11月29日（金）
■推薦方法など

　総務課で配布、または市ホームページからダウン
　ロードできる推薦書に必要事項を記入し、提出。
◎表彰の決定は、香南市表彰審査委員会の審査によ
ります。

■問い合わせ・提出先

香南市役所総務課　☎57-8500

香南市表彰の候補者を募集します
令 和 ６ 年 度

８月７日（水）、市役所において防災資機材（枕土

嚢、道路補修材、トラロープ、ブルーシート、飲料水、非

常食等）を寄贈いただいた日本道路株式会社（令和５-

６年度南国安芸道路下井地区舗装第１工事）様に対

し、感謝状贈呈式を行いました。

濱田市長より「市民の南海トラフ地震や台風などの

風水害に対する防災意識は高まっています。防災資機

材は使わないことが一番ですが、有事の際には有効に

活用させていただきます」と感謝を述べました。

また、日本道路株式会社の泉川様より「香南市で仕

事をさせてもらい、少しでも地域の防災力の向上に貢

献できればと思い寄贈させてもらいました」と挨拶が

ありました。

市役所伝言板市役所伝言板

■監査委員事務局 ☎57-8514

監査委員から意見書が提出されました監査委員から意見書が提出されました

■防災対策課 ☎57-8501

防災資機材寄付に対し、感謝状を贈呈防災資機材寄付に対し、感謝状を贈呈

　８月22日（木）、市監査委員から令和５年度各会計
決算の審査意見書、健全化判断比率および資金不足

比率審査意見書が濱田市長に提出されました。

　各意見書は、７月５日から８月６日にわたり、３人の市

監査委員が各会計の歳入歳出決算書や付属書類の検

査、関係職員の聴取を実施し、審査した結果に基づい

て作成されたものです。

　令和５年度決算は各会計おおむね適正であると認

められ、この意見書を付して９月定例議会に議案とし

て提出し、決算審査特別委員会に付託されました。審

査の詳しい結果や各意見書等は、市ホームページに掲

載しています。

人権擁護委員の任期満了に伴い、１０月１日付で法

務大臣から１名が委嘱を受けました。

人権擁護委員は、地域の皆さんの人権を守る身近

なパートナーとして、人権に関する

さまざまな問題についての相談や

人権擁護活動を行っています。

人権相談は無料で毎月実施して

いますので、人権に関する困りご

となどがありましたら、ご相談くだ

さい（日程は広報誌の挟み込みカ

レンダーをご確認ください）。

※相談内容の秘密は厳守します

■人権課 ☎57-8507

人権擁護委員の紹介人権擁護委員の紹介

國光  武夫 さん
くにみつ  たけお

監査に関する
審査結果、各意見書等
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